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令和５年度 

福島地方最低賃金審議会 

第３回自動車小売業専門部会 

議 事 録 
 

日  時：令和５年１０月４日(水) 

１３:３０～１４:４０ 

                      場  所：福島合同庁舎 ３階共用会議室 

                        出席者：(公)長谷川、森谷 

 (労)鎌田、志賀、鈴木（克） 

 (使)大内、森、宗形 

 

１ 開  会  

（部 会 長） 定刻になりましたので、これより第３回自動車小売業最低

賃金専門部会を開催します。 

委員の皆様には、大変お忙しいところご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

議事に入る前に、事務局は定足数の確認をお願いします。 

（補 佐） 本日は、公益の元井委員が欠席されておりますが、委員の

３分の２以上の出席をいただいておりますので、最低賃金審議

会令第６条第６項の規定により、本専門部会が有効に成立して

いることを報告いたします。 

 

２ 議  事 

（部 会 長） それではこれより議事に入ります。 

 

（１）金額審議について 
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（部 会 長） まず、使用者側から資料をいただいておりますので、こち

らの説明をお願いします。 

（宗形委員） 参考ということで資料を出させていただきました。これは

オートオークション協議会ということで、日本のオークション

をまとめている協議会になります。ここに日本の車業界の概要

が書いてあります。概要につきましては、コロナからの回復、

円安による不安要素、ビッグモーターに対しての信頼問題とい

うキーワードがあったかと思います。国内の新車販売ですが、

こちらの方も去年より上回るだろうというデータが出ておりま

す。また、国内の中古車販売も去年よりは１０万台近く回復す

るのではないかということになっております。中古車の輸出

は、過去最高の１４０万台が輸出されるだろうという状況にな

っております。オークションの方も順調にきている、成約率に

ついても高い率を維持している、取引単価も去年よりは大きく

７０万円代を維持している、コロナの時は５５万円代という数

字が出ておりますので、それから見ると回復してきているとい

うことで、車業界の良い部分が載っております。あくまでも去

年と比べた数字になっております。 

労働側には徐々に回復しているのであればという情報です

が、コロナ以前に戻っていないということが示されているとい

うことです。新車販売ですが、１９年対比で８月ですと１２．

４％マイナス。７月は１７％マイナスということで、徐々に回

復はしているがコロナ前には戻っていないというデータが出て

おります。 

仕事量は増えていると労働側からありましたが、コロナで仕

事が少なくなっていた、新車の販売も部品不足で滞ったという

ことで、そこから回復に向かっているということですが、コロ

ナ前には戻っていないということが示されていると思います。 

あくまでも良い状況ではないということでございます。 
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（部 会 長） ありがとうございました。今の資料に関して、何か質問等

ございますか。 

（  な  し  ） 

（部 会 長） では、金額の審議に入りたいと思いますが、前回、１０月

２日に開催した第２回専門部会の金額審議において、労働者側

が２回、使用者側が１回の金額提示を行いましたが、金額の一

致には至らず、労働者側４５円引き上げて９６７円。使用者側 

２８円引き上げて９５０円で、労使の提示額には１７円の隔た

りがあります。委員の皆様には、本日、全会一致で結審し、早

期に発効できますよう、特段のご協力をお願いします。 

前回の専門部会終了後に労使とも提示額について協議してい

ただいていることと思います。 

使用者側より金額審議に入りたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

《 異議なしの声 》 

 

金額審議 

 

（部 会 長） 各委員の皆様のご努力によりまして、金額の一致が得られ

ました。ありがとうございました。 

それでは、本専門部会の結論について確認します。 

福島県自動車小売業最低賃金を、次のように改正する。時間

額９６０円（引上げ額３８円）とする。ということでよろしい

でしょうか。 

《 異議なしの声 》 

（部 会 長） 以上の金額をもって全会一致となりましたので、最低賃金

審議会令第６条第５項に基づき、本専門部会の決議をもって審

議会の決議とします。 
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事務局は、専門部会長から審議会会長へ提出する報告書の作

成をお願いします。作成完了までの間、休憩とします。 

（ 作成完了まで休憩 ） 

（部 会 長） それでは再開します。 

専門部会長から審議会会長へ提出する報告書を確認しま

す。 

【報告書原本を部会長に手交】 

【報告書の写しを各委員へ配付】 

（部 会 長） 報告書の読み上げをお願いします。 

（室 長）   【報告書の読み上げ】 

（部 会 長） 以上の内容でよろしいでしょうか。 

《 異議なしの声 》 

（部 会 長） ただいまの報告書に基づき、最低賃金審議会令第６条第５

項の規定により、全会一致の場合は、専門部会の議決をもって

審議会の議決とすることから、専門部会長から労働基準部長へ

答申文を手交することで、審議会会長から福島労働局長への答

申とします。 

事務局は準備をお願いします。 

【部会長から基準部長へ答申文を手交】 

【答申文の写しを各委員へ配付】 

（部 会 長） それでは、答申文の読み上げをお願いします。 

（室 長）  【答申文の読み上げ】 

（部 会 長） 次に、田沼労働基準部長よりご挨拶をお願いします。 

（基準部長） 基準部長の田沼と申します。９月１５日から３回審議をい

ただきまして、今回全会一致にて９６０円の答申をいただきま

した。労使の皆様方には真摯なご審議をいただき、このような

形で全会一致に至ったこと、ありがたいことだと思っておりま

す。本当にありがとうございます。引き続き周知等をさせてい

ただきます。また、法定発効１２月２日になる予定になってお
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りますが、詳細につきましては事務局から説明させていただき

ます。 

ありがとうございました。 

 

（２）今後の日程について 

（部 会 長） 特定最低賃金の改正に関する今後の日程について、事務局

より説明してください。 

（室 長） 本日の答申内容を本日より１５日間公示し、異議の申出を

受け付けます。異議の申出があった場合には、異議申出に係る

審議会を開催する予定です。異議申出に係る審議会を開催する

場合は、日程調整を行い、確定次第、審議会委員の皆様にご連

絡差し上げます。 

なお、異議の申出がなかった場合は、審議会の開催はな

く、効力発生日は法定発効で最短で令和５年１２月２日となり

ます。 

 

３ 閉  会 

（部 会 長） 専門部会委員の皆様には、ご多忙のところ長時間の審議の

上、大変なご努力をいただきましたこと、全会一致で結審しま

したこと、心よりお礼申し上げます。 

以上をもちまして専門部会を閉会とします。 


